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アスベスト除去等工事における安全対策チェックシステムフロー図（公共施設版）

計

画

時

前

処

理

時

除

去

等

作

業

時

工

事

終

了

時

工事予定施設の決定 事前の情報入手

情報提供（県環境対策課経由）

事前相談
（必要により）

①適切な工事時期・期間の決定
●工事仕様・工事業者の決定
●立入禁止区域の決定工事受注

工事発注

②事前対策の協議　　　　　　　　　　　③緊急体制の構築
④周辺住民等関係者への周知　　　 ⑤責任者の設置・記録

大気汚染防止法
届出内容事前相談
（必要により）

大気汚染防止法
県アスベスト条例
（廃棄物）
届出審査

・工事開始

⑥重点項目の説明
⑦立入禁止区域明示
⑧人が出入り出来な
い措置の実施
⑨掲示板の設置

●重点項目事項の確認
●立入禁止区域の確認
●人が出入りできない措置の確認

●掲示板の確認

説明

確認
立入検査
（養生確認）

・準備作業終了

・除去作業開始

⑩人が出入りできな
い措置の実施
⑪作業基準の遵守
⑫アスベスト濃度（立
入禁止区域周辺）の
測定

●人が出入りできない措置の確認
●作業基準の遵守の履行確認
●測定結果の確認

説明

確認

立入検査
  状況確認、
環境測定

・除去作業終了
⑬残存ｱｽﾍﾞｽﾄ確認
⑭廃棄物の適正搬出
確認
⑮ｱｽﾍﾞｽﾄ濃度（作業
場内）の測定
⑯工事完了
●完了報告

●測定結果等の確認

●履行確認
⑰周辺住民等関係者への報告

説明

確認

　チェックリスト【工事前の措置】 チェックリスト確認

チェックリスト確認　チェックリスト【前処理時の確認】

チェックリスト確認　チェックリスト【除去等作業中の留意事項】

チェックリスト確認
　チェックリスト【除去等作業終了時の確認】
※記載漏れのないことを確認し保存

工期により複数
回チェック

法令手続き：届出書提出

労安法又は石綿則

大気汚染防止法
県アスベスト条例
（廃棄物）

建設リサイクル法

労働安全衛生法、石綿障害予防規則

(最終処分終了後）
県アスベスト条例
（廃棄物）
届出審査

図中の番号は
チェックリストの
番号と同じで
す。


